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　６月議会において、一般質問をさせて
頂きました。裏面に、一部抜粋でご報告
させて頂きます。
　全文については、ＰＣホームページの
「６月一般質問・ＰＤＦ」、ご覧ください。
　　質問項目は・・・
　「自転車」×「環境問題」
　「自転車」×「メタボ対策」
　「自転車」×「放置自転車」
　「自転車」×「交通ルール」
　「子ども」×「ケイタイ電話」
　「子ども」×「自傷行為」
　「子ども」×「公立幼稚園」
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６月議会で、議員定数４人削減が可決！
　　政務調査費の全面公開も決定！

９月
　　２(火)議会運営委員会
　　８(月)本会議
　　９(火)厚生常任委員会
　　　　　 文教常任委員会
　１０(水)総務常任委員会
　　　　　 建設水道常任委員会
　１６(火)本会議(一般質問）
　１７(水)　　　〃
　１８(木)　　　〃
　２２(月)議会運営委員会
　２４(水)厚生常任委員会協議会
　　　　　 文教常任委員会協議会
　２５(木)総務常任委員会協議会
　　　　　 建設水道常任委員会協議会
　２９(月)議会運営委員会
　　　　　 本会議

　１０月１４（火）～１７（金）
　　　　　決算審査特別委員会
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【ＰＣホームページ】 http://www.mika448.com/
【ＰＣブログ】     http://mika448.blog.drecom.jp/
【携帯ブログ】    http://mika448.blog.drecom.jp/m/

　６月定例会は、６月１６日～７月３日まで開催され、本会議での議案審議を始め、一般質問、常任委員
会・常任委員会協議会が行われました。
　
　手数料条例の一部改正、市立幼稚園設置条例の一部改正（明徳・堀溝・木屋幼稚園の廃園）、市立教
育センター条例の一部改正、市立エスポアール条例の一部改正、Ｈ２０年度一般会計補正予算、Ｈ２０年
度老人保健医療特別会計補正予算、Ｈ２０年度水道事業会計補正予算、財産の取得及び固定資産評価
審査委員会委員の選任など、１７件が提案され、可決されました。

　また、議員提案の「市議会議員定数条例の一部改正」及び、「政務調査費の交付に関する条例の一
部改正」については、原案どおり可決しました。次の一般選挙から、現在３２人の議員定数が、２８人と
なります。



質問① 第 2 期寝屋川市役所温暖化対策実行計画、寝屋川市環境基本計画を基にして、現在まで、どのよう

な「自転車による温暖化対策」の普及に努めてこられたか？また今後は？ 

①（答弁内容）自転車による温暖化対策の普及については、H12 年度より短距離での市民対応や現場調査に

ついて、公用車を使わず、自転車を利用。回数でいうと、H18 年度 3037 回、H19 年度 3358 回。 

 

質問② 市職員が、自らがモニターとなり、健康増進につとめるためにも、自転車通勤の庁内実験を行って

みてはいかがでしょうか？？メタボを解消しましょー！！と市民に訴えている職員や議員がメタボであっては、

全く説得力がありません。 

②（答弁内容）職員の率先しての健康増進については、H20 年度の職員定期健康診断から、メタボ健診として、

腹囲測定と血中脂質検査を実施しました。今後、この健診結果を集約・分析した上で、自転車や徒歩通勤の奨励

も含め、健保組合や市が実施するメタボ対策事業への積極的な参加を促すなど、具体的な対策を検討します。 

 

質問③ 公共機関や自動車を使わず、自転車で通勤される職員に対して、もう少し配慮できれば、自転車通

勤に転換する職員も増加すると思われます。自転車の乗り方のマナーの手本としても、市民にアピールできる

し、環境問題の点からも、もっともっと自転車通勤を推奨すべきと思いますが？ 

③（答弁内容）自転車通勤の職員に対しての通勤手当などで配慮することについては・・・職員の自転車や徒

歩での通勤を奨励することは、健康管理の面、環境問題の面で大変意義のあることと考えます。しかし、職員の

給与制度は地方公務員法に基づいています。国と同一の制度なので、独自の制度改正については、慎重に検

討する必要があります。今度、職員に奨励するためにどんな事が可能か検討して参ります。 

 

質問④ 放置自転車の撤去逃れをなくすためにも、安全を確保するためにも、エリアの導入を提案いたしま

すが、見解をお伺い致します。 

④（答弁内容）現在、自転車放置禁止エリアの設定は、駅周辺の放置自転車の多い主要な路線について規制

をおこなっているが、その他の道路についても、自治会等との連携を図り、自転車等の撤去を行っています。今

後、再開発事業により、寝屋川市駅前や香里園駅前の整備がされることに伴い、自転車等放置禁止区域の見直

しについて、検討していきます。 

 

質問⑤ 講習を受け、交通ルールをマスターした、小学３、４年生には、「こども自転車安全運転免許証」を発

行するという、取り組みを始めているようですが、見てわかる・・・自転車マスターステッカーなど、プライドを持

って自転車に乗ってもらえるような方法を取り入れてみてはいかがでしょう？？今後、市民の交通ルールの徹

底に向けての対策をお聞かせ下さい？？ 

⑤（答弁内容）市民の交通ルールの徹底についてですが、毎年春・秋の全国交通安全運動の一環として小学

校や高齢者を対象に交通安全教室を実施し、交通事故防止の啓発を行っています。また、小学３，４年生を対象

に講習会を実施し、子どもたちに自転車免許証を交付することにより、免許証保持者としての自覚を持ってもら

うよう取り組んでいます。 




